
（参考様式）（第11条・第13条関係） 

 

意見回答書 

 

作成日2026年3月17日 

太陽光発電施設の設置予定場所 塩尻市大字洗馬字太田339-39 

 

意見（質問・要望） 
陳述者・ 

提出者 
回答 

・生垣を追加する場所は？ 説明会参加者 
・住宅街に面した所に生垣用の苗を植えたい

と思っています。 

・増設後の出力は？ 同上 

・太陽光パネルで、23.58kW増えて252.06kW 

 又、発電出力は最大200kWで変わりませ

ん。 

・生垣の管理は？ 

・管理上何かあった場合は

誰に連絡するのですか？ 

 

同上 

・設備の管理と同様に事業者が行います。 

・経産省指定の看板をフェンスに掲示しま

す。その中に連絡先が記入してありますの

で、連絡いただければ幸いです。 

・発電する時や、送電する

時の音は？ 
同上 

 

・発電時のパワーコンディショナは、その設

備から1ｍ離れたところで最大51.7デシベ

ル。 

・送電時のキュービクルは、その設備から1

ｍ離れたところで最大54.503デシベル。 

・上記騒音で日常の騒音に例えると、50デシ

ベルは書店の店内の騒音になります。又、

60デシベルは郵便局の窓口周辺となってお

り、今回の騒音はその中間の博物館の館内

レベルとなります。 

 

・パワーコンディショナは

ファンを使用するもので

すか？ 

同上 

 

・ファンを使用する物もありますが、あえて

ファンを使用しないものを選択していま

す。 

 


